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子ども達の健全育成に向けて、新たな時代を切り開く「生きる力」と、まちへ

の「誇り」を持った豊かな心を育む教育を、学校だけでなく、家庭や地域も含

めたまち全体で推進していきます。さらに、社会の多様化に対応した学習機会

の提供により、多様な住民が集い、安心して暮らせるまちづくりを目指します。 

 

● 生きる力と郷土愛を育む教育の場づくり 

● まちの魅力を知り、活かせる学びの場と活動づくり 

● スポーツを楽しみ健康で暮らせる環境づくり 

● 多様な住民が集い、安心して暮らせるまちづくり 

 

 

  

基本計画では、基本構想で打ち出された基本理念や基本目標といった、今後１

０年間の分野別の方向性や、どのようなまちを目指すのかの「想い」をもとに、

６つの事業分野に分けて整理をすることで、どの取り組みが、どの行政分野で

取り組まれるのか、体系化を図り効果的に事業を推進します。 

  

  

  

  

  

既存の産業のさらなる発展はもとより美里町の資源を活かした仕事や、新しい

時代のニーズに対応した働き方ができる環境づくりに取り組みます。 

また、経済的な安定だけでなく、働く楽しさ・喜びを感じることができる仕事

や、本町の自然環境を活かした体験型観光産業に取り組み、交流人口から活動

人口、そして定住人口の増加へとつなぐ新しい観光のかたちを目指します。 

 

● 農村の魅力を活かした仕事づくり 

● 「食」分野の産業の発展 

● 安心して働ける雇用の場づくり 

● 自分らしく働ける環境・仕事づくり 

● 人と人とがつながる体験観光づくり 

 

 

住民の町政に対する期待に応えるために、少子高齢化、高度情報化などの流れ

や、価値観の多様化など社会環境の変化を的確に捉え、創意と工夫を凝らすと

ともに、住民の参画と協働によって行政の推進を図っています。 

また、施策の展開にあたっては、健全財政を維持し、新たな行政需要に的確に

対応できる弾力性に富んだ行政運営を推進していきます。 

 

● 行財政の見直しと健全化の推進 

● 住民が楽しくまちづくりに参画できる仕組みづくり 

● 広域行政の推進と国・県との連携 

 

 

住民が安心して暮らせるように、住民の健康づくり運動の推進や保健医療体制

の充実を図るとともに、人々が互いに思いやり、誰もが住み続けたいまちづく

りを推進します。また、乳幼児等を育てやすい体制の整備や地域での子育て支

援活動の推進など、妊娠から子育てまで切れ目のない支援を拡充し、安心して

子供を産み、健全に育てることができるまちづくりを推進します。 

 

● 健康に暮らすことができるまちづくり 

● 互いに支え合えるまちづくり 

● 高齢者が安心して暮らし続けられるまちづくり 

● 妊娠から子育てまで切れ目のない支援 

安全で快適な暮らしを確保するために、その基盤となる土地の秩序ある利用を

図るとともに、道路網の整備や公園・緑地の充実などを総合的に進めます。ま

た、まちの核となる拠点施設の整備と、情報システムの構築・強化に取り組み、

本町のまちの魅力を発信する基盤づくりを推進することで、質の高い魅力ある

地域づくりを目指します。 

 

● 魅力づくりにつながる土地利用 

● まちの核となる拠点施設の整備 

● 暮らしにあわせた快適なインフラの整備 

● まちの魅力を発信し、情報を集約できる基盤づくり 

今後も「美しい里」であり続けるために、緑に恵まれた豊かな自然環境や田園

景観の保全を図りつつ、町で暮らしたいという希望を叶える住環境の整備を進

め、次世代に暮らしやすい生活環境を残すための取り組みを行います。 

また、各地区の交流拠点・活動の推進により地域コミュニティの活性化を図り、

身の回りの危険を少なくする安全対策や防犯・防災強化に努めます。快適な生

活環境が形成され、安心して安全に暮らせるまちづくりを推進します 

 

● 美しの里の恵まれた自然環境・景観の保全・維持 

● 暮らしやすい住環境整備 

● 交流拠点の整備・活動支援 

● 暮らしの基盤となる自然環境づくり 

● 互いに見守れる「もしも」の時のネットワークづくり 

● 安全で安心して移動できる交通環境 
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